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再生への経営方針 
２０１２年１１月７日 

東京電力株式会社 

１．基本認識 （略） 

 

２．当社が直面する危機  

１）福島原発事故への万全な対応 

・ 福島原発事故への対応は、その広がりと被害額、復旧必要額の大きさにおいて、ま

さに「国家的難題」である。 
①被害者への賠償と高線量地域の除染費用を合計すると、原子力損害賠償支 

援機構法の仕組みによる交付国債の発行額５兆円を突破する可能性がある。

さらに、低線量地域も含めた除染、中間貯蔵費用などについて、同程度の規

模の費用が、今後、追加で必要となるとの見方もある。 
②廃止措置関連費用は、すでに１兆円弱を当社独自に引き当てている。追加と

なる研究開発については国の主導を仰いでいるが、今後、燃料デブリの取出

し、最終処分まで含めた全費用はこれまでの引当額よりもさらに巨額にのぼ

る可能性がある。 
・ 事故への償いと廃止措置を長期間にわたって継続的にやり抜くために、当社はあら

ゆる努力を傾注する。しかしながら、被災地の復興を円滑に進めていくために今後

必要と見込まれる費用は、一企業のみの努力では到底対応しきれない規模となる可

能性が高い。 
（略） 
 
３．「企業のかたち」の選択 

１）現行制度のみで対応した場合のリスク（略） 

２）あるべき「企業のかたち」 

（略） 
・ 当社としては、競争環境の下で、市場原理に基づいて資金調達・投資決定を自律的

に行うダイナミックな民間企業に早期に復帰することで、技術・人材といった経営

基盤を保持し、責務を持続的に果たしていく。そのために、当社はあらゆる経営努

力を傾注するが、同時に、現行の賠償機構法の枠組みによる対応可能額を上回る巨

額の財務リスクや廃炉費用の扱いについて、国による新たな支援の枠組みを早急に

検討することを要請する。早ければ来春に、現行の総合特別事業計画に、新たな事

業環境の変化への対応や、国の検討結果を追加的に盛り込んだ、より包括的な新た

な計画を策定するよう、関係者に要請をしていきたい。 
 
４．一両年で実行する改革 （略） 


